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駅ビル等の大型商業施設における 

屋外照明の２０時以降の消灯のお願いについて 

 

 

日頃より、貴社におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策にご理
解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 現在、都内では新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増加傾向に

あり、また、感染力の高い変異株の脅威に直面していることから、本日、緊

急事態宣言が発出されました。 

更なる感染拡大を防止するには、徹底した人流抑制が必要です。そのため、

政府の基本的対処方針も踏まえ、４月２５日から５月１１日までの緊急事

態措置期間において、東京、新宿、渋谷、池袋、上野などの大規模ターミナ

ル駅を中心に、御社系列の駅ビル等の大型商業施設やホテルなどでの屋外

照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の２０時以降の消灯について、ご

協力をお願いいたします。 
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